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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社では、コーポレートガバナンス体制の強化が、経営活動の基本となるものであり、企業価値の向上の根底になるものと認識しております。この
ため、経営の透明性向上とコンプライアンス重視を徹底し、コーポレートガバナンス体制の強化に努め、株主、顧客、地域社会、従業員等の全て
のステークホルダーにとって、価値ある企業になることを目指しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４　議決権の電子行使および招集通知の英訳】

　現在、当社における機関投資家および海外投資家の株式保有比率が低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用や

招集通知の英訳は行っておりません。今後、機関投資家および海外投資家の株式保有比率の推移を踏まえ、今後検討を進めてまいります。

【補充原則３－１－２　英語での情報の開示・提供】

　現在、当社における外国人株主数とその所有比率が低いことから、英語での情報の開示は行っておりませんが、外国人株主数とその所有比率
の推移を踏まえ、検討を進めてまいります。

【補充原則３－２－１　外部会計監査人】

　外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握・評価を行っておりますが、外部会計監査人候補評価の明確な
基準は定めておりません。

　なお、外部会計監査人との意見交換や監査実施状況を通じて、独立性の有無について確認を行っており、現在の外部会計監査人である海南監
査法人は、独立性・専門性ともに問題ないと認識しております。

【補充原則４－２－１　取締役会の役割、責務（２）】

　現状では、役員報酬の限度額の定めはありますが、現金報酬や自社株報酬との割合等を定めたものはありません。今後、持続的な成長に向
け、中長期的な業績と連動する報酬や割合、構成等について検討を行ってまいります。

【原則４－８－２　筆頭独立社外取締役】

　経営陣との連絡・調整や監査役との連携体制については、社外役員の対応窓口（総務部又は社長室）を設けておりますので、「筆頭独立社外取
締役」は定めておりません。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は独自の独立性基準を策定しておりませんが、社外取締役の選定にあたっては、当社の経営に率直かつ積極的に、建設的な貢献を期待
できる人物を候補者としております。独立社外取締役候補者の選定にあたりましては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に検討を行っ
ております。

【原則４－１１－３　取締役会の実効性評価】

　取締役会の実効性の評価については、社外取締役および社外監査役を中心に議論を行い、実効性を高めるようにしています。

取締役会の実効性についての分析・評価・開示については、具体的な手法と合わせて、今後検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４ いわゆる政策保有株式】

政策保有株式につきましては、取引関係の維持発展及び継続的な関係強化等、政策的な目的として保有しております。

また、議決権の行使にあたっては、上記保有目的である取引関係の維持発展等に生かすことを基準として、

総合的に判断して議決権を行使いたします。

【原則１－７　関連当事者間の取引についての適切な手続の枠組み】

　当社は、役員又は主要株主との取引に関しては、そうした取引が株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することの
ないようにしております。具体的には関連当事者取引リストおよび関連当事者調査回答書をもとに取引を把握し、取締役会へ適宜報告する体制を
とっております。

【原則３－１　情報開示の充実】

(1)会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　　当社経営理念につきましては、当社ホームページにて公表しております。

　　http://www.pharmafoods.co.jp/

(2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　　当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書のほか、株主総会招集通知、有価証券報告

　　書に記載しております。　　



(3)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　　取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針については有価証券報告書等にて開示しております。

　　なお、取締役の報酬額の算定にあたっては、株主総会で定められた報酬総額の限度内で、経営内容、各人の業績、能力等を考慮して取締役
会の決議により決定しております。監査役の報酬は監査役会の決議により決定しております。

(4)取締役会が経営幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　　取締役候補については、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、候補者との対話の機会を持った

　　上で検討し、取締役会にて決定します。監査役については、当社の健全な経営と社会的信用の維持向上に資する人物で、中立的・客観的に

　　監査を行うことができる候補者であるかを基準に選定し、監査役会で検討・同意をした上で、最終的に取締役会にて決定しております。

　　

(5)取締役会が上記（4）を踏まえて経営幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

　　取締役・監査役の選任にあたっては、株主総会招集通知の選任議案において、個々の略歴、選任理由等を記載し、開示いたします。

【補充原則４－１－１ 取締役会の役割・責務（1）】

　当社の取締役会は、定款及び法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を「取締役会規程」において定めております。

　それ以外の業務執行の決定については、代表取締役社長以下の経営陣に委任しており、その内容は、職務権限規程や稟議規程において

　明確に定めております。

【補充原則４－１１－１　取締役会全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え方】

　社内取締役は、当社の各部門経験者から、バランス良く、担当業務、知識、経験、能力等のバックグラウンドが異なる多様な役員で構成いた

　します。

　また社外取締役は、社内出身者とは異なる職歴や経験、専門的な知識等を有し、中立的・客観的な立場からの監督・助言ができるよう、

　取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性が確保されるという観点から適切な者を選任いたします。

【補充原則４－１１－２ 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

社外取締役及び社外監査役の他社での兼任状況は、招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ、

開示しております。

現在、社外監査役1名が当社グループ以外の他の上場会社1社の社外役員を兼任しておりますが、合理的な範囲と考えております。

【補充原則４－１４－２　取締役に対するトレーニング方針】

　当社では、十分な知識・能力を有し、かつ職責を全うできると判断したうえで各取締役の人選を行い、株主総会で承認を頂いております。

　変化する情勢・法令等に対応するため、適宜、有識者による説明会や勉強会への参加は行っているものの、トレーニングの方針として明確に
定　めたものは無く、今後必要に応じ整備することを検討してまいります。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主からの対話（面談）の申し込みについては、前向きに対応いたし

ます。また個別面談以外にも、第２四半期と本決算発表後に、機関投資家向け説明会を実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

金　武祚 3,632,900 12.51

ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵＮＴ

ＪＰＲＤ　ＡＣ　ＩＳＧ　（ＦＥ－ＡＣ）
1,105,048 3.80

株式会社ＳＢＩ証券 831,522 2.86

日本証券金融株式会社 800,700 2.75

江崎グリコ株式会社 732,000 2.52

益田　和二行 712,900 2.45

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 693,300 2.38

鈴木　千尋 649,100 2.23

金　英一 649,000 2.23

楽天証券株式会社 637,900 2.19

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――



３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 7 月

業種 その他製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

佐村　信哉 他の会社の出身者

山根　哲郎 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

佐村　信哉 ○ ―――

株式会社ニッセンホールディングス及び株式会
社ニッセンにおいて、長年にわたり通信販売事
業の業務を中心に携わっており、その豊富な知
識と経験に基づき、当社の通信販売事業に関
するアドバイスをいただくとともに、当社の経営
全般に対して外部の視点を持って取締役として
の役割を果たしていただくため、選任しているも
のであります。

同氏は、当社の一般株主との間に利益相反が
生じる恐れはないと認識しており、独立役員と
して指定しております。



山根　哲郎 ○ ―――

医師としての豊富な経験と幅広い見識を有され
ており、更に松下記念病院を院長として運営さ
れております。当社に対しては、医学の見地か
らバイオメディカル事業の創薬研究開発に対し
て有益な助言をいただけること、多様な視点か
ら当社経営への助言及び監督機能を発揮して
いただけるものと期待し、選任をお願いするも
のであります。上記の理由により社外取締役と
しての職務を適切に遂行していただけるものと
判断しております。

同氏は、当社の一般株主との間に利益相反が
生じる恐れはないと認識しており、独立役員と
して指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査法人による会計監査については、監査法人と監査役が、監査内容や課題について共通認識を深めるための情報交換を積極的に行っており

ます。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

辻本 真也 他の会社の出身者

八田 信男 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)



氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

辻本 真也 ○
税理士

独立役員であります。

税理士であり、財務及び会計に関する相当程
度の知見を有する者であります。税務会計の
専門家として、当該視点から業務監査を行うた
め、社外監査役として選任

しております。

また、当社の業務執行に関与しておらず、当社

の主要株主ではないこと等から独立性が高く、
一般株主と利益相反が生じる恐れが無い事よ
り、独立役員として選任しております。

八田 信男 ○ ＩＤＥＣ株式会社 社外取締役

ローム株式会社において長年にわたり海外事
業の業務を中心に携わっており、その豊富な知
識と経験に基づきまし

て、当社の経営全般への業務監査を行うた

め、社外監査役として選任しております。

同氏は、当社の一般株主との間に利益相反が
生じる恐れはないと認識しており、独立役員と
して指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

当社は現在、取締役に対するインセンティブの付与は行っておりませんが、過去、業績目標の達成により行使できる有償の

新株予約権を発行しており、インセンティブに関する重要性は認識しております。

インセンティブの付与に関しては、適宜検討を行ってまいります。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

召集通知においては、次のように開示しております。

取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

・役員報酬

取締役に支払った報酬86百万円（内、社外取締役４百万円）

監査役に支払った報酬８百万円（内、社外監査役１百万円）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容



株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、各人の業績、能力等を考慮して、取締役会の決議により決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役（社外監査役）は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役及び各部部長等から営業・開発等の報告を受け、また、社内
監査役と協力

して、重要書類の閲覧等を行い、業務監査並びに会計監査について取締役の職務遂行を監視しております。

また、社外取締役（社外監査役）への連絡は総務部が担当し、取締役会議案の連絡、案内等を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査役会制度を採用し、監査役による取締役会等の重要な会議への出席・意見の発言等を行うことにより、当社の組織規模におきまして

は、取締役の職務遂行に対する監視機能を十分に果たしていると考えております。また、経営の機動性の確保等、迅速な意思決定を行うことが

重要であるとの観点から、現状の体制を採用しております。

なお、会社の機関及び体制の概要は以下の通りです。

（１）取締役会

取締役会は、平成30年10月24日現在６名（内、社外取締役２名）の取締役で構成されております。定期的な取締役会は毎月１回開催しており、経
営の基本方針、法令で

定

められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、監査役３名も出席し取締役の職務遂行を監視しております。また、必要に応

じ

て臨時の取締役会を開催しております。

（２）監査役会

当社は、監査役会を設置しております。監査役は３名(内、社外監査役２名)で、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役及び各部部
長

等

から営業・開発等の報告を受け、また、各部での実地、重要書類の閲覧等を行い、業務監査並びに会計監査について取締役の職務遂行を監視

する

体制を整えております。

（３）幹部会

取締役及び各部部長が出席し、毎週１回幹部会を開催しております。業務遂行の円滑化と経営の迅速化を図るとともに、各部の運営状況等の確

認

や相互牽制が実施できる体制を整えております。

（４）内部監査

当社では、業務遂行について、内部監査を実施しており、業務執行において法令や規定の遵守及び業務の標準化・効率化をチェックする体制を

整えております。なお、内部監査は社長室が策定した計画に基づき、社長室１名と他部署１名の体制により実施し、監査の結果について

は代表取締役社長に報告されております。

（５）内部監査と監査法人及び監査役の連携について

当社では、内部監査、監査法人及び監査役が相互に連携して、内部統制の管理をしております。内部監査については、内部監査部門は監査実

施前において監査役と協議を行い、監査実施後に監査の報告を行うとともに、監査役より助言、指導を受けております。また、監査法人による会
計

監査については、監査法人と監査役が、監査内容や課題について共通認識を深めるための情報交換を積極的に行っております。

（６）会計監査の状況

会計監査は、第21期事業年度（平成29年８月１日から平成30年７月31日まで）は、海南監査法人に依頼しており、定期的な監査の他、会計上の問
題については随時確認を行い適正な会計処理に務めております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査役会制度を採用し、監査役による取締役会等重要な会議への出席・意見の発言等を行うことにより、当社の組織規模におきまして

は、取締役の職務遂行に対する監視機能を十分に果たしていると考えております。また、経営の機動性の確保等、迅速な意思決定を行うことが

重要であるとの観点から、現状の体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会の開催から３週間前の発送を行っており、招集通知の早期発送に努めておりま
す。

集中日を回避した株主総会の設定
決算月を７月とすることにより大多数の会社が株主総会を開催する時期と違えることで、
集

中日を回避するように努めております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

○情報の開示について

当社は株主、投資家の皆様をはじめとしたすべてのステークホルダーに対し、
当社の事業戦略や財務情報に関する情報を迅速で公平、かつ正確でわかり
やすく発信するように努めてまいります。具体的には、証券取引法に則り、東
京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に
関する規則（以下「適時開示規則」）」に沿って、投資判断に重要な影響を与え
る事項について開示を行い、また、それ以外の情報に関しても当社を理解して
いただく上で有用と判断されるものについては積極的に開示を行っていく方針
です。

○情報開示の方法

適時開示規則に該当する情報の開示は、東京証券取引所の提供する「適時
開示情報伝達システム」（TDnet）において公開し、メディアへの資料配布（プレ
スリリース）を行います。それに加え、情報開示の「適時性」「公平性」の観点か
ら、TDnet及びプレスリリースにより公開した情報につきましては本ホームペー
ジ上でも速やかに公開します。

適時開示規則に該当しない情報を開示するにあたっても、適時開示規則の趣
旨を踏まえて適切な方法による開示を行います。

業績予想及び将来の予測に関する事項

本ホームページ上で開示されている情報の中には当社の将来の戦略・見通し
が含まれていることがありますが、実際の業績は多分に不確定な要素を含ん
でいますので、実際の業績は、これらの見通しと大きく異なる結果となることが
あります。従いまして、投資に関する決定はご自身の判断でなさるようお願い
致します。

○株価情報について

本ホームページ上で公開している株価情報は、Yahoo！JAPANの株価情報提
供のウェブサイトへリンクするものであり、当社が自ら提供する情報ではなくそ
の内容を保証するものではない旨、あらかじめご了承願います。

○IRの自粛期間

当社では、決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、各四半期の決算
発表前の一定期間を「IR自粛期間」とさせていただいております。この期間中
は、当社の役職員は当該決算情報についてコメントすることや質問にお応えす
ることを控えさせていただくと共に、個別ミーティング、会社説明会などの開催
を控えさせていただきます。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年２回の機関投資家向け説明会の開催 なし

IR資料のホームページ掲載 会社ホームページの一部として掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 IR担当部署：経営企画室

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況



補足説明

その他 （検討中）



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、法令順守、財務報告の信頼性及び業務効率化を目的として、「内部統制システム基本方針」を定め、内部統制システムを構築しておりま

す。

その体制の概要は以下の通りであります。

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は、法令遵守（コンプライアンス）を業務遂行上、もっとも重要な課題のひとつとして位置づける。コンプライアンス体制を整備し、その有効性

を向上させるために、取締役会においてコンプライアンス上の重要事項を審理する。

・コンプライアンスに関する報告・相談窓口として、弁護士を社外に置く。

・社外監査役を選任し、独立的な立場から、取締役の職務執行が適正に行われるよう監督・監査する。

・内部監査部門である社長室は社長直轄として、業務が法令、定款及び社内規定に準拠して行われているかを検証し、その結果を社長及び

監査役に報告する。

・取締役会は、取締役会等重要な会議を通して各取締役の職務執行を監督し、監査役は取締役会等重要な会議に出席し、取締役の職務執行を

監査する。

・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を確保する。

・反社会勢力との関係は、法令違反に繋がるものと認識し、その取引は断固拒絶し反社会的勢力による被害の防止に努める。

２．株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制

（１）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規定により適切に作成・保存する。

・取締役、監査役より閲覧の請求があれば、管理担当部署を通じてこれに応じる。

（２）損失の危機の管理に関する規定その他の体制

・社内規程により職務権限等を規定し、損失の危機の管理に努める。

・研究開発に関わる危機の管理については、安全委員会等を設置し、危機の管理に努める。

（３）取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

・定時取締役会を毎月１回開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定する。また、必要に応じて

臨時取締役会を開催する。

・取締役及び各部部長が出席し、毎週１回幹部会を開催し、業務執行の円滑化と経営の迅速化を図るとともに、各部の運営状況等の確認や相互

牽制を図る。

（４）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は、法令遵守（コンプライアンス）を業務遂行上、もっとも重要な課題のひとつとして位置づける。コンプライアンス体制を整備し、その有効性

を向上させるために、取締役会においてコンプライアンス上の重要事項を審理する。

・コンプライアンスに関する報告・相談窓口として、弁護士を社外に置く。

・内部監査部門である経営企画室は社長直轄として、業務が法令、定款及び社内規定に準拠して行われているかを検証し、その結果を社長及び

監査役に報告する。

（５）当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社の内部統制に関する体制は、子会社も含めたグループ全体を対象とする。

・関係会社管理規程に基づき、総務部部長がグループ全体の管理に当たる。

（６）監査役がその職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

・取締役会は監査役と協議のうえ、監査役の職務を補助すべき使用人を置くことができる。なお、監査役の職務を補助すべき使用人を設置した場

合、その指揮・命令等は監査役の下にあり、その人事上の取扱は監査役の同意を得て行い、取締役からの独立性を確保する。

（７）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

・取締役及び使用人は、会社に重大な影響を及ぼす事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、あるいは取締役及び使用人による違法また

は不正な行為を発見したとき、その他監査役に報告すべき事項が生じたときは、速やかにこれを監査役に報告する。

・監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、報告を受ける。

・会社は、監査役が取締役、使用人と常時情報交換を行う体制を整える。

（８）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は、内部監査人、監査法人等との緊密な連携及び情報交換を推進するため意見交換会を定期的に開催する。

・監査役は、監査役相互の連携を図るため、毎月1回監査役連絡会を開催する。

（９）財務報告の適正性を確保するための体制

・財務報告が適正に行われるよう、当基本方針に基づく経理業務に関する規定を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性

向上を図る。

・財務報告に関して重要な虚偽記載が発生する可能性のあるリスクについて識別、分析し、財務報告への虚偽記載を防ぐため、財務報告に係る

業務についてその手順等を整備し、リスクの低減に努める。

・内部統制担当者は、内部統制の欠陥に関する重要な事実等が発見された場合、遅滞なく、取締役会に報告する。また、併せて監査役へ報告す

る。

・内部監査部門は、財務報告に係る内部統制に対して監査を行い、その有効性について評価し、是正、改善の必要があるときは、遅滞なく社長に

報告し、同時に監査役へ報告する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は反社会的勢力と一切の関係をもちません。また、反社会的勢力から接触を受けた時は、ただちに警察等のしかるべき機関に情報を提供す

るとともに、暴力的な要求や不当な要求に対しては弁護士等を含め外部機関と連携して組織的に対処します。また、各研修に積極的に参加する

とともに、研修内容を社内で周知することに努めております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

コーポレート・ガバナンス、適時開示体制の充実を行ないつつ、株主価値重視の経営を実践し、企業価値の向上を図ることで、買収防衛に努めて

まいります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

情報管理部門の拡充、内部監査部門の強化を図るとともに、相互牽制の体制を構築してまいります。






